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1. 制 3

(    1    ) 保 制 度 改 革

生 てヽ

(平 成 30年 度 実 施 】国

改革後の国保財政の仕組み

部道府県の国保特別会肘

定率国庫負担 等

市町村の

国保特別会計

市町村の

園保特別会置十

交付金納付金

A市

平成 31年 4月

酸 脚 響 斗カロ筆

O都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村ごとの国保事業費納付金の授の決定や、保険給付に必要な費用

を、全額、市町村に対して支払う(保険給付費等交付金の交付)ことにより、国保財政の「入り」と「出Jを管理する。

※納付金の額は、市町村ごとの医療費水準と所得水準を考慮

O市町村は、都道府県が市町村ごとに決定した納付金に見合つた保険料を設定、徴収して都道府県に納付する。

改革前 改革後

公費

歳出

歳 出

R今

歳入

―一エーー‐歳央 一

歳 出―歳央 ‐

被保険者 被保険者

保険料  保険給付

保険料軽減 等

保険料   保険給付



(2)納付金制度について

平成30年度の国保制度改革に伴い導入された「国民健康保険事業費納付金 (以下、「納付金」という。)」 は、

県全体の保険給付費等について、国・県費等の公費で賄われない部分を県内全市町村で分かち合う制度。

納付金 =C保険給付費等 (保険給付費や後期高齢者支援金など)

一 ②公費 (前期高齢者交付金や普通調整交付金など)

市町村ごとの納付金額は、各市町村の被保険者数や

所得水準、医療費水準に応じて決定

O納付金の増減要因

歳出である保険給付費等及び歳入にあたる前期高齢者交付金等の公費の変動により、納付金額が変動する。

≪1剰錨餅韓黎勃期 日した場合のイメージ≫        ≪働 減 少した場合のイメージ≫
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(3)令和 3年度福岡県国保事業買納付金について

令和3年度福岡県国保事業費納付金必要総額 :1,513億円

応益 (被保険者数3世帯数)相 当
841億円

応能 (所得)相 当
672億円

被保険者数相当

505億円

世帯数相当

336億円
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※令和3年度の福岡県国保事業費納付金については、
日歳出において、新型コロナウイルス感染症の影響による受診控え等を反映した保険給付費の推計方法とし、保険給付費の伸び

手培暑二勇1(毛、社会保険診療報酬支払基金から交付される「前期高齢者交付金(65歳以上の給付費の調整により交付)」 の

交付額の見込が増となつている。

などの理由により納付金必要総額が減とな

(28年度比 107.9%)か ら、3年度135,130円 (

費納付金 (激変緩和前)が、2年度138,108円ったことで、県全体の一人あたりの事業

28年度比 105.4%)と減となつている。

市町村国保の所得水準で按分

市町村国保の世帯数で按分市町村国保の被保険者数で按分

大牟田市 国保事業費納付金 :31億4千万円

100.8%)となっている。

の つ ヽ 2 の

S
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(4)令和3年度 市町村別イ1人あたり納付金額の本算定結果 【一定割合=10.2%】

番号 市町村名
激変緩
和対象

H28納付金相当額

A (円 )

R3納付金額
(推計)

(激変緩和前)

B(円 )

B/A
(9も )

県計 0 1281160 135,130 1054
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8
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49 大牟田市 1241383 125i31ヽ 10018

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

省 田各

激変緩和

吟

省

激変緩
和対象

R3納付金額
(推計)

(激変緩和後)

C(円 )

激変緩和措置後

C/A(96)

2呵 134,590 1050

呵102
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1008

125,319 100.8
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2.令和 3年度国民健康保険特別会計当初予算 (案)について

(1)令和 2年度決算見込 <予算現額 (12月補正後)と決算見込の差>

歳 入 歳  出

※過不足額については、 2月 議会において補正予算要求を行 う。

増減

0

2年度見込

25,600

2年度当初

25, 600

歳入

14,832,974千 円

出 差引

253,858千円

元年度決算による繰越金

。新型コロナ・災害に係る税減
免及び災害に係る一部負担金免
珠に対する補助等。

・歳出の保険給伴に必要な
費用が県から交付 (保険給
付費が増加)。

・新型コロナ・災害に係る

税減免及び災害に係る一部

負担金免除に対する交付等

・職員給与費等繰入金、財
政安定化支援事業繰入金の

減等

備  考

。新型コロナ及び 7月 豪雨
災害に係る減免による減
等。

△  144,235

△ 36,200

△  120,000

△ 82,044

△  202,044

50,566

△  16,557

0

予算 ―決見
(A― B)

60,000

60,000

0

59,957

306,773

14,832,974

1,784,549

1,872,441

87,892

37,740

10,746,808

534,090

11,280,898

1,275,165

2年度
決算見込

(B)

40043,

306,773

14,688,739

1,540

10,626,808

452,046

11,078,854

1,325,731

2年度
予算現額

(A)

1,844,549

1,932,441

87,892

合 計

一般会計繰入金

そ の 他

繰 越 金

区 分

現年度分

滞納繰越分
保
険
税

計

国庫支出金

普通交付金

特別交付金

県
支
出
金

計

県への返選金等

・元年度の繰越金が生じたこと
により予備費に計上。

備  考

職員給与費の減

・ 2年度当初の一人あたり
給付費見込から増加したも
の 。

一人あたり療差給付費
(70歳 未満)

R2当 初 292,411円

R2決見 298,748円
(70歳以上)

R2当 初 509,150円
R2決 見  5■ .167円

・県内市町村の医療費水準
や所得水準に応 じて、県が

算定した額を県に納付す
る。

一人あたり納付金額
( )は H28年度比

R2  129,128円 (1039%)

△  33,867

306,773

109,623

0

0

0

0

344

予算 ―決見
(A― B)

11,373

△  175,000

△  175,000

0

154,304

60,217

14,579,116

2年度
決算見込

(B)

189,242

10,821,808

10,900,158

78,350

2,432,772

632,803

209,620

3,275,195

26,350

306,773

14,688,739

2,432,772

632,803

209,620

3,275,195

154,648

2年度
予算現額

(A)

200,615

10,646,808

10,725,158

78,350

合 計

保健事業費

そ の 他

予 備 費

区 分

総 務 費

療養給付費等
保
険
給
付
費

rぇ
―
ぁ

‐

種
一

|(出 産 ‐葬祭費・傷
I  病手当等)

計

医療納付金分

事
業
費
納
付
金

介護納付金分

計

後期
支援

高齢者
金等分

【被保険者数 (人)】

J

14,579,116千円



〔2〕令和 年度決堂 見込 予賞現額 (12月補正後)と決葺見込の差>2 <
(5ベージの主な増滅理由)

【歳出の主な増減理由】
O保険給付賓の増は、一 た 、及び令和2年フ月豪雨災害に係る一部
負担金の免除を行つたこと によるもの。

その他は、元年度の普通交付金の精算による県等への返還金が生したもの。

予備買は、元年度決算により繰越金が生したことにより計上したもの。

【歳入の主な増減理由】
○保険税は、新 コ ナウイメレス感染症及び豪雨災害に係る減免等により減少。

○国庫支出金の増は、
の免除に対する補助。

新型コロナ・災 | 係 る税の減免、及び、災害に係る一部負担金こ

県支出金

①普通交付金は、

②特別交付金は、

住 される県交付金が増 となる。

新型コロナ・災害に係る税の減免、及 災害に係る一部負担

金の免除に対する交付が生じることにより増。

一般会計繰入金の減は、職員給与費、財政安定化支援事業繰入金等の減。

※歳出・歳入の過不足額については、2月議会において補正予算要求を行う。

6



(3)令和 2年度決葺見込について

卜言Rの 喜因獄だ に よ r〕 歳 出 い て 、 県へ の板 還 令が牛しるも
ヽ 生

●歳出の保険給付買においては、

①一人あたりの給付費がイ申びている。

②豪雨災害によ 被災された被保険者に係る 部負担金の免除を行つており、本

市国保の負担が生しているが、官].除 し 宜百1こつ しヽ了 は 国 旦 よ r〕‡苗恒 が される

見込。

0歳出の事業賢納付金は、一人あたりの納付金額が、28年度 と比較 して 103日 9°/0

(129′ 128円)に抑えられている。

0歳入においては、新型コロナの影響、並びに豪雨災害の影響に係る、保険税の減

免を行つているが、減免した保険税については、国・県より孝南填がされる予定。

●元年度決算による繰越金が、約3億フ00万円となつている。

2年度の決葺 については実質

(

7

お

黒字となる見込み。

の の



(4)令和 3年度当初予算 (案 )

歳 入 歳  出

・歳出の保険給付 (療養給
肘費等)に必要な費用が

民から交付。

・保険者努力支援制度な
ど市町村の取組等に対し

県から交付。

・財政安定化支援事業繰
入金の減等

・ 2年度決算見込による
繰越金

備  考

・ 3年度の一人あたりの

保険税は、 2年度の決算
見込を基礎 とする。
・被保険者数の減少、新
型コロナの影響等により

現年度分は減となる。

・疾病予防対策事業費補助金
(特定健診等の市独自検査等

に係る補助)

310,897

△  50,956

4

99,999

増 減

△  84,049

△  78,593

4565,

4,650

346,527

△  10,734

335,793

100,000

14,680,864

6,190

10,973,335

429,312

11,402,647

1,274,775

43,404

3年度
当初予算

(案 )

1,760,500

1,853,848

93,348

1

14,369,967

1,540

10,626,808

440,046

11,066,854

1,325,731

43,400

2年度
当初予算

1,844,549

1,932,441

87,892

そ の 他

繰 舷 金

合  計

国庫支出金

普通交付金

特別交付金

県
支
出
金

計

一般会計繰入金

区 分

:―
― ― ― ― ― ― ‐ ‐ ― ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

滞納繰越分
保
険
税

計

現年度分

備  考

・ 3年度の給付費は2年
ド又Fの一人あたり給付費決
算見込から3か年の平均
伸び率を乗じ見込む。

一人あた り療養給付費

(70歳未満 )

R2当 初 292,411円
R2決見 298,748円
R3(案)309,802円 (37%増 )

(70歳以上 )

R2当 初 509,150円
R2決見 511,167円
R3`鰯ヨ】530080日 (37。/。

'曽

)

・県内市町村の医療費水

準や所得水準に応 じて、
県が算定した額を県に納
付する。
・一人あたり納付金の

減、被保険者数の減によ
り減となつている。

一人あたり納付金額
( )は H28年度比
R2129,128円 (103_9
R3125,319円 (100,8

%)
%)

36

0

310,897

446,527

445,603

△  924

△  153,074

△  132,942

3,686

16,446

増 減

△  1,800

154,684

17,351

14,680,864

3年度
当初予算

(案 )

198,815

11,093,335

11,167,761

74,426

2,279,698

636,489

226,066

3,142,253

17,351

14,369,967

2,432,772

632,803

209,620

3,275,195

154,648

2年度
当初予算

200,615

10,646,808

10,722,158

75,350

保健事業費

そ の 他

合 計

区 分

総 務 費

療養給付費等
保
険
給
付
費

|そ の 他

|(出産・葬祭費等)

計

医療納付金分

事
業
費
納
付
金

1後期高齢者
i支援金等分

介護納付金分

計

増減

△  600

3年度当初

25,000

2年度当初

25,600

【被保険者教 (人)】

8



(5) 年3 度当初予葺 について く2年度当初

(8ベージの主な増減理由)

予賞と 3年度当初予葺 (案)の差>

【被保険者数】 2年度 25′ 600人 → 3年度 25′ 000人 △600人

【歳出の主な増減理由】

○保険給付費は、被保険者数は減少するものの、フ0歳以上 (自 己負担2割)の被保

険者は増加する見込みであり、一人あたりの給付費の伸びが見込まれることから増

となる。

金 は、歳出となる県全体の保険給付賢を、新型コロナの影響

による受診控え等を反映した推計方法にすることで抑制し、その一方で、歳入とな

る前期高齢者交付金 (公費)が多く見込まれることなどにより、減となつているЬ

このことにより、本市の一人あた りの納付金額においても、28年度と上ヒ較して

100日 80/0 (125,319円)に抑えられている。

【歳入の主な増滅理由】

○保険税は、新型コロナ・豪雨災害の影響等により江を見込む。

○県支出金は、普通交付金が歳出の保険給付賣の増により坦となる。

一般会計繰入金の減は、財政安定化支援事業繰入金の減等による。

○繰越金は、 2年度の決算見込の黒字のうち 1億円を計上。

?



(6 )令和 年 予東について (まとめ)3 度当初

●3年度の保険税については、新型コロナの影響、並びに、豪雨災害による影響により、

現行 (2年度)の保険税率を適用すると減となる見込みである。

しかしながら、県へ納付する本市事業賣納付金の額が抑えられていること。また、 2

年度の繰越金が生じる見込となり、繰越金を活用できることから、 3年度の本市の保険

税率は据え置きとする。

●保健事業については、これまでと同様に、特庁イ1華診・保健指導、20代30代健診、人間

ドック、歯周病検診等に取り組んでいくこととし、併せて、ジェネリック医薬品の活用

などによる医療賣適正化の推進を行う。

03年 1月末において、 2年度の決算は約 2億 5千万円の黒字を見込んでいるが、額が

未確定のため、 3年度当初予算では 1億円のみ計上し、予算編成を行う。

亡 沖 笛
I

六
｀

1 億 円 券 紹 テ 組 誠令 が牛 I た 場 合 は 3年慮以降不足額が生2 生 い
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した場合の財源として渚用 したい。

※ 生 の については、例年、 6月議会に提案

を行つていたが、国における政令の改正が行われないため、3年度の改正は行わない。

税率は据え置き1まtついて
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3年度の当初予 IIII ヽ 予東編成を行う。



※参考 大牟田市現行保険税率及び課税限度額
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